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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

９５

規

則

○
令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
よ
る
災

害
に
つ
い
て
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し

適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
規
則
…
…（
デ
ジ
タ

ル
サ
ー
ビ
ス
局
Ｄ
Ｘ
協
働
事
業
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
）…
一

告

示

○
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
の
対
象

者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
の
指
定
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
デ
ジ
タ

ル
サ
ー
ビ
ス
局
Ｄ
Ｘ
協
働
事
業
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
）…
一

規

則

令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
よ
る
災
害
に
つ

い
て
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置

の
指
定
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
三
号

令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
よ

る
災
害
に
つ
い
て
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
及
び
こ

れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利

利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
令
和

二
年
東
京
都
条
例
第
五
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

二
条
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
よ
る
災
害
に
つ

い
て
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措

置
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
指
定
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
と
し
て
令

和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
よ
る
災
害
（
八
丈

町
及
び
青
ヶ
島
村
の
区
域
に
限
る
。
）
を
指
定
し
、
同
年
十
月
八

日
を
同
項
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
。

（
東
京
都
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
三
条

前
条
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置

と
し
て
、
条
例
第
三
条
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定
す

る
。

（
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
期
日
）

第
四
条

第
二
条
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
条
例
第
三

条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
日
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
と

す
る
。

（
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
）

第
五
条

第
二
条
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
条
例
第
四

条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免

責
に
係
る
期
限
は
、
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
号

令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
よ
る
災
害
に
つ

い
て
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置

の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
三
号
）

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号

に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
東
京
都
特
定
非
常
災
害
に
関
し
、
東
京
都

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特

別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
五
十
四
号
）
第

三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
権
利
利
益
に
係
る

満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後

の
満
了
日
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

特
定
権
利
利
益

対
象
者

延
長
後
の

満
了
日

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者

に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
東

京
都
条
例
第
百
十
七
号
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
大
気
汚
染
に

係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医

療
費
の
助
成
の
認
定

八
丈
島
八
丈
町

内
に
住
所
を
有

す
る
者

令
和
八
年

三
月
三
十

一
日
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